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（議案第１２号）

議案第１２号
大津市一般職の職員の給与に関する条例及び大

津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に
関する条例の一部を改正する条例の制定について

令和７年２月１９日（水） 総務部人事課
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・大津市一般職の職員の給与に関する条例

・大津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

１ 改正を必要とする条例

総務常任委員会資料
（議案第１２号）

２ 改正の趣旨

令和６年の人事院勧告及び滋賀県人事委員会勧告を受け、本市職員の給与改定を実施
するため、関係条例の改正を行う。
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３ 内容

人事院勧告等の内容を鑑み、給料を引き上げる。（若年層ほど改定率が大きくなるように傾
斜がかかっているものの、すべての正規職員について影響がある。）
特定任期付職員にかかる給料月額についても改定する。（本市に該当職員なし。）
改定後の給料表は、令和６年４月に遡及して適用する。

行 政 職 医療職(１) 医療職(2) 医療職(３) 技能労務職 教育職(1) 教育職(2)

平 均 引 上 率 ３．０６％ １．１１％ ２．２９％ ３．４７％ １．２８% ６．２５% １．２７%

平 均 引 上 額 ９，５６５円 ６，１００円 ７，５９１円 １０，８３８円 ４，２４６円 １７，６９９円 ４，８４８円

現行平均月額 ３１２，４０７円 ５４７，２３３円 ３３１，８４９円 ３１２，４９９円 ３３２，４１５円 ２８３，３０２円 ３８１，８７９円

改定後平均月額 ３２１，９７２円 ５５３，３３３円 ３３９，４４０円 ３２３，３３７円 ３３６，６６１円 ３０１，００１円 ３８６，７２７円

平 均 年 齢 ４１．６歳 ５１．６歳 ４１．６歳 ４１．３歳 ５７．８歳 ３８．５歳 ４８．７歳

（１） 人事院勧告等に伴う給料表の改定

総務常任委員会資料
（議案第１２号）
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大津市 国 滋賀県

給 与 改 定 率 ２．７１% ２．７６% ２．８２％

給 与 改 定 額 １０，３８８円 １１，１８３円 １０，５２４円

内 訳

給 料 ９，５６８円 ９，８３６円 ９，９２０円

諸 手 当 － ８０円 －

は ね か え り ８２０円 １，２６７円 ６０４円

現 行 平 均 給 与 額 ３８３，５６５円 ４０５，３７８円 ３７３，５８０円

改 定 後 平 均 給 与 額 ３９３，９５３円 ４１６，５６１円 ３８４，１０４円

平 均 年 齢 ４１．４歳 ４２．１歳 ４１．３歳

＜行政職給料表適用者での比較＞

（国については、寒冷地手当の改正も実施しているため、諸手当分の改定額が発生）

３ 内容

総務常任委員会資料
（議案第１２号）
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（２） 期末・勤勉手当の改定（令和６年度賞与）

３ 内容

令和６年１２月賞与の期末・勤勉手当について、支給月数を引き上げる。

区 分 現 行 改定後 増 減

期末手当
（一般の職員）

１．２２５ １．２７５ ０．０５

勤勉手当 １．０２５ １．０７５ ０．０５

期末手当
（暫定再任用職員）

０．６８７５ ０．７１２５ ０．０２５

勤勉手当 ０．４８７５ ０．５１２５ ０．０２５

※期末・勤勉手当の年率 一般職員 ４．５０月分⇒４．６０月分
暫定再任用職員 ２．３５月分⇒２．４０月分

総務常任委員会資料
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３ 内容

（３） 期末・勤勉手当の改定（令和７年度賞与）

令和７年６月および１２月賞与の期末・勤勉手当について、支給月数を引き上げる。

区 分 現 行 改定後 増 減

期末手当（６月）

（一般の職員）

１．２２５ １．２５ ０．０２５

勤勉手当（６月） １．０２５ １．０５ ０．０２５

期末手当（１２月） １．２２５ １．２５ ０．０２５

勤勉手当（１２月） １．０２５ １．０５ ０．０２５

期末手当（６月）

（暫定再任用職員）

０．６８７５ ０．７ ０．０１２５

勤勉手当（６月） ０．４８７５ ０．５ ０．０１２５

期末手当（１２月） ０．６８７５ ０．７ ０．０１２５

勤勉手当（１２月） ０．４８７５ ０．５ ０．０１２５

総務常任委員会資料
（議案第１２号）



Lake Biwa

Otsu City 7

４ 給与改定に伴う会計別所要額
（１） 影響額の合計（令和６年度当初予算と改定後決算見込の比較）

全会計（企業会計除く）
５０８，３６６千円

※上記金額に共済費は含まない。

会 計 影 響 額 合 計

一 般 会 計 495,937千円

特 別 会 計 12,429千円

国 保 5,944千円

卸 売 市 場 980千円

介 護 保 険 4,995千円

学 校 給 食 510千円

企 業 会 計 34,717千円

企 業 局 34,717千円

計 543,083千円

総務常任委員会資料
（議案第１２号）
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４ 給与改定に伴う会計別所要額
（２） 影響額合計の内訳

会計 給料 地域手当 期末勤勉手当 影響額計

一般会計 ２７４，０５２ ２７，３４６ １９４，５３９ ４９５，９３７

国保事業 ３，２９３ ３３０ ２，３２１ ５，９４４

卸売市場 ４３５ ４４ ５０１ ９８０

介護保険 ２，７７４ ２７８ １，９４３ ４，９９５

学校給食 ２８３ ２８ １９９ ５１０

企業会計 １７，８１１ １，７８４ １５，１２２ ３４，７１７

合計 ２９８，６４８ ２９，８１０ ２１４，６２５ ５４３，０８３

（単位：千円）

総務常任委員会資料
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